
建築基準法第５２条第８項第１号の規定による容積率の緩和を適用しない区域の指定 
 
建築基準法第５２条第８項第１号の規定による、容積率の緩和を適用しない区域を次のように変更す

る。 
 

  上段（   ）は変更前 

用途地域の種類 指定する面積 指定しない面積 全体面積 指定する割合 

第１種住居地域 
    

  約１，７９２ｈａ 
 

約８．１ｈａ 
  

約１，８００ｈａ 
 

９９．６％  

第２種住居地域 
  

約７６４ｈａ 
 

約１８ｈａ 
  

約７８２ｈａ 
 

９７．７％  

準住居地域 
 

約３０３ｈａ 
 

約８．３ｈａ 
 

約３１１ｈａ 
 

９７．４％ 

近隣商業地域 
 

約２０３ｈａ 
 

約７３ｈａ 
 

約２７６ｈａ 
 

７３．６％ 

商業地域 
 

約２１９ｈa 
 

約２０１ｈａ 
 

約４２０ｈａ 
 

５２．１％ 

準工業地域 
（１，３６６）  
約１，３８８ｈａ 

 
約９．０ｈａ 

（１，３７５）  
約１，３９７ｈａ 

（９９．３％） 
９９．４％  

合計 
（４，６４７）  
約４，６６９ｈａ 

 
約３１７ｈａ 

（４，９６４）  
約４，９８６ｈａ 

（９３．６％） 
９３．６％  

 
「区域は別添都市計画図面表示のとおり」 
 
 
理由 
 中心市街地への定住の誘導と郊外住宅地の居住環境保全の観点から、無量寺第二地区

について、用途地域を変更する準工業地域を容積率の緩和を適用しない区域に指定する。 
 
 
＜参考＞ 
 本案件は、平成１４年の建築基準法の一部改正により、上記用途地域で一定の敷地面

積と空地率を有する住宅及び共同住宅に関する建物の容積率が原則、都市計画で定めら

れている容積率の１．５倍まで緩和されることとなりました。 
 その際、本市では中心市街地の定住を図る観点から、都市計画マスタープランの中心

市街地の整備方針で位置づけられている近代的土地利用地区、都市居住創出地区は容積

率を緩和する地区として、その他を容積率を緩和しない地区に指定しました。 
 今回、対象外である工業専用地域から準工業地域へ用途地域が変更されますので、容

積率の緩和を適用しない区域に追加指定するものです。 

 

議案第 230 号



 
 変更案 
 容積率 

建築基準法第 52条第 8項第 1号の規定

による容積率の緩和を適用しない区域
 

整理 

番号 
面積 

(ha) 用途地域 
建ぺい率 

   1-1 22.1 準工 200 / 60 
     

地区名 無量寺第二地区      
     

面 積 22.1 ha  合計 22.1   
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